
 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                （青少年相談センター 白田 良雄 撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No.２０８号 

題名「てんとうむし」の由来 

ヨーロッパの言い伝えにてんとう虫の話があります。 

領主は殺人の罪で死刑になる若い農夫に、最後の願いとして神に祈ることを許しました。若者が石の上にひざ

まずこうとしたとき、１匹のてんとう虫が石の上におりました。若者はそのてんとう虫をつまみ上げると、そっ

と逃がしてから最後の祈りを捧げました。飛び立ったてんとう虫はこの若者を捕らえた殊勲者の左手に止まりま

した。殊勲者はてんとう虫には全く哀れみもかけずにつぶしてしまいました。 

 この様子を見ていた領主はこの相反する二人の行動にハッと胸をつかれるものを感じ、裁判をやり直しました。

その結果、若者はぬれぎぬで真犯人は殊勲者であったことがわかりました。てんとう虫は真実を伝える虫として、

古来ヨーロッパで親しまれてきました。この話にあやかり題名を「てんとうむし」としました。 
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「近年、子どもの問題行動は深刻の度をくわえ、社

会的にも大きな関心をあつめています。家庭での親

子の関係、学校での学習と人間的交流、また複雑多

様化する社会的環境との関係など、子どもたちに

とって家庭・学校・社会は深いかかわりをもってい

ます。しかしまた、今日ほど、子どもたちにとって

人格形成のうえで大きな役割を担う家庭・学校・社

会が、それぞれの教育機能を十分に発揮することが

課題になっている時期もありません。そして、この

ような時期だけに、教育相談の専門機関であつかう

相談も量的な増大ばかりでなく、多岐にして困難な

ケースが質的にも拡大の一途をたどっています・・・」 

上の文は、昭和５９年に青少年相談センターの前

身の一つである「子ども教育相談室」が、「年報」を

発行した際、当時の小野澤義雄教育長が、そのあい

さつ文として書かれたものである。３０年以上の時

を経ているが、現在の状況とさほど変わっていない

ように思える。子ども教育相談室は、昭和５８年に

教育委員会学校教育部に所属する機関として、市役

所本庁舎１階に開設されたのが始まりである。年度

途中に、旧職員研修所に「青少年相談所（社会教育

部所属）」（昭和３９年に開設）とともに移転し、９

人の相談員が週２日勤務し１日３人で面接＊１・電話

相談に応じる体制を整えた。昭和５８年度の相談受

理件数は、４９７件、延べ相談回数は３，１２６回

で、相談内容で最も多い割合が「性格・行動」で

５５％、「登校拒否＊２」が１９％となっている。当

時の酒井弘司子ども教育相談室長が、同年報に、「こ

こ数年、校内暴力をはじめ社会の関心は、反社会的

な問題行動に向けられがちであったが、非社会的な

問題行動のうち登校拒否の相談が増大してきている

ことに注目しないわけにはいかない。また登校拒否

のケースが、わが国で特徴的にみられる問題行動現

象であることを念頭に置いたとき、登校拒否につい

ての理解、その態様と実態、要因や背景、指導の基

本姿勢等について、家庭・学校、そして教育相談の

専門機関が一体となって取り組まなければならない

時期にきていることを痛切に感じないわけにはいか

ない」と記している。 

昭和６１年４月１日、当センターのもう一つの前

身である「青少年相談所」と、「子ども教育相談室」

が統合され、新たに学校教育部の機関として「青少

年相談センター」が発足した。その後、「南室（現、

南相談室）」が開設され、平成になると、「適応相談

指導教室（現、相談指導教室）」、「銀河」、「若葉」の

開設、学校出張相談も開始された。津久井４町との

合併も経て、「相談指導教室」も今では９教室となっ

た。  

平成２７年度の当センターの体制は、青少年教育

カウンセラー６３名、ヤングテレホン相談員４名、

スクールソーシャルワーカーは、今年度２名増員さ

れ５名、相談指導教室に携わる職員３１名、その他、

青少年街頭指導員、相談件数や児童生徒の欠席状況

など膨大なデータを処理する職員や事務職員、指導

主事等を合わせて１２０名の職員となっている。相

談件数は、来所・電話相談、学校出張相談、ヤング

テレホン相談等合計で年間６万件を超える。来所・

電話相談で最も多い相談内容は「不登校」「登校しぶ

り」で全体の約６０％となっている。課題解決に相

当な時間を要するケースも増えているが、これまで

も、これからも、大切にしなければならないのは、

学校・家庭・地域との連携である。幸い、本市にお

いては、地域に１,０００名を超える青少年相談員の

方々がいらっしゃることから、大変心強い。 

今年４月１日、青少年相談センターの名称となっ

て開設されてからちょうど３０年目を迎えた。 

 

 相模原市教育委員会教育局  学校教育部 

 青少年相談センター所長      小畑 弘文 

 

*1面接相談：当センターでは、現在来所相談と呼称  

*2登校拒否：平成年代になると不登校の名称となる。 

青少年相談センター３０年目を迎えて 



て ん と う む し                第 208号 

 

 

 

相談指導教室 

ってどんなところ？ 
 本市には、４つの相談室と９つの相談指導教室があることはご存知ですか？いずれも青少年相

談センターが所管する公的な機関です。今回は相談指導教室にスポットを当て、利用目的や方法、

活動の様子や各相談指導教室の特徴などをご紹介します。 

 

Q１、どんな場所なの？ 

主に心理的な要因で登校することが難しい児童・生徒を中心に、子どもの自立と学校生活適応 

への支援・援助を図り、学校への復帰を目指す通室制教室です。本市の公立小・中学校に在籍及

び本市在住で私立学校に在籍するお子さんが対象となります。小集団での対人関係作りや学習活

動を通して、情緒の安定・生活習慣の確立・対人関係スキルの習得を目指します。 

 

Q２、どんな人が指導しているの？ 

相談指導教室では、室長・室長代理、相談指導教室相談員が指導に当たっています。また、青

少年教育カウンセラーが配置されており、通室生の状態に応じた教育活動を展開しています。通

室生が取り組んだ学習内容や活動の様子、通室日数などの情報については、毎月在籍校へ報告し

ており、学校と相談指導教室スタッフの情報交換も行います。 

 

Q３、どんな活動をしているの？       Q４、通室までの流れは？ 

  

原則として、学校開校日と同じ日数で、    保護者と本人がともに学校あるいは相談室で 

年度初めと終業式・修了式は閉室します。   継続して相談を行っていることが前提となりま 

時間は、月曜日は 10時～12時、他の曜日  す。その上で、通室に対する本人の明確な希望 

は 10時～15時までの活動となります。   を確認し、次のような流れで通室が開始され 

基本的な１日の流れは、朝の会の後に個     ます。 

に応じた学習に取り組みます。昼食をはさん  ① 継続相談（来所相談・学校出張相談）                  

で午後は、工作やゲームなど集団体験活動        ↓ 

をする教室が多いようです。曜日によって   ② 施設見学 

スポーツ活動、調理実習、校外学習も計画さ       ↓ 

れています。清掃後に１日の振り返りを記入  ③ 室長・指導主事面接、ガイダンス 

して帰宅します。                   ↓ 

                      ④ 通室申し込み・書類作成 

                           ↓ 

                      ⑤ 教育委員会による通室判定 

                           ↓ 

                      ⑥ 通室開始 
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相模原市にある４

つの相談室と９つ

の相談指導教室 

「かつら」緑区与瀬 896（相模湖総合事務所内） 

□□□教室の特徴□□□ 

 月ごとに季節の風物詩をモチーフにした掲示作品を制作し、窓辺を装

飾します。窓の外には雄大な湖が広がり、気持ちの良い教室ですよ。 

 

「やまぶき」緑区小渕 2000（藤野総合事務所内） 

□□□教室の特徴□□□ 

 季節の変化を感じながらじっくりと学習できるのが「やまぶき」の教室で

す。藤野の山々と湖の色の移り変わりを堪能することができます。 

 

「やまびこ」緑区中野 1004-8 

□□□教室の特徴□□□ 

 円テーブルを囲んで、学習したり、みんなの顔を見ながら話

したり、もの作りをしたりして楽しい時を過ごしています。 

 

「はるばやし」緑区久保沢 2-4-20 

□□□教室の特徴□□□ 

 緑に囲まれ、静かでおちついた環境の中、独立した建物の中にある教

室です。毎週水曜日には、テニスを楽しんでいます。 

 

「銀河」中央区中央 3-13-13 （青少年相談センター内） 

□□□教室の特徴□□□ 

各月、手作りの予定表に沿って、楽しんで活動しています。「思いやり・笑顔・楽しさ」を合

言葉に元気一杯です。夏野菜も栽培中。 

「いずみ」中央区中央 3-13-13 （青少年相談センター内） 

□□□教室の特徴□□□ 

通室生が花を育てており、相談センターの玄関前をいろどりゆたかにしています。学習

室のほかに広い活動室があり、体を動かす活動もできます。 

 

「すばる」南区相模大野 5-31-1 

         （南相談室内） 

□□□教室の特徴□□□ 

 教室には通室生が想いを込めて作成した季節

感に溢れる月ごとの作品を掲示。今年も教室前

の大プランターで野菜を育てて収穫しています。 

 

 

 

 

「若葉」南区相模大野 5-31-1 

        （南相談室内） 

□□□教室の特徴□□□ 

 生徒作品のグラスデコの扉から入室し、通室生とスタッフ

が１つの空間で学習・創作などを通してふれあうアットホーム

な場所です。 

 

 

「大地」中央区淵野辺 2-8-40（大野北中学校敷地内） 

□□□教室の特徴□□□ 

 広い教室で落ち着いて学習し、空いたスペースでは運動もできます。個別学

習の部屋や和室等大小の部屋があり多様な活動をしています。 

  

 4 5 
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平成２６年度（Ｈ２６．4 ～２７．３）の相談活動状況について、前年度、平成 2５年度との比較を行いな

がら次のようにまとめ、その傾向や特徴を分析しました。 
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平成２６年度青少年相談センター相談活動概況 
 

 【小学校出張相談】 
平成26年度の延べ受理件数は30,521件で、前年度より830件（2.8％）

の増加となりました。相談内容別では「発達に関する問題」が最も多く

なっています。「コンサルテーション他」が 998 件、「授業観察」が 808

件の増加となり、教職員とカウンセラーが情報共有をし、具体的な支援

方法について検討が進められていたことがわかります。 

■来談者の状況      単位：人 

児 童 教職員 保護者 その他 合 計 

13,411 11,379 5,494 237 30,521 

43.9% 37.3% 18.0% 0.8% 100.0% 

 

■延べ相談受理件数  単位：人 （ ）：女子 △：減少 

相談対象 平成26年度 平成25年度 増 減 

児 童 25,616(9,052) 25,856(9,782) △240(△730) 

教職員 4,807(3,102) 3,786(2,209) 1,021(  893) 

その他 98(   63) 49(   34) 49(   29) 

合 計 30,521(12,217) 29,691(12,025) 830(  192) 

 

●主な相談内容別受理状況（延べ相談件数） 単位：人 

相談内容 
26年度 25年度 

件数 割合％ 件数 割合％ 

発達に関する問題 5,134 16.8 5,167 17.4 

授業観察 5,017 16.4 4,209 14.2 

性格・行動上の問題 4,355 14.3 4,005 13.5 

ふれあい 4,006 13.1 3,952 13.3 

コンサルテーション他 4,759 15.6 3,761 12.7 

登校しぶり 2,393 7.9 2,772 9.3 

そ の 他 4,857 15.9 5,825 19.6 

合  計 30,521 100.0 29,691 100.0 

 

【来所・電話相談】 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成26年度の延べ相談受理件数は､13,093件で、前年度より△195件（約1.4％）とわずかに減少しました。 

相談対象者別では、小・中学生に関する相談が11,446件で、全体の約87.4％を占めています。 

■相談対象者別延べ相談受理件数 単位：人（ ）：女子 △：減少 

学 職 平成２６年度 平成２５年度 増  減 

就学前 19（   11） 29（    18） △10（   △7） 

小学生 4,268（1,589） 4,710（1,651） △442（  △62） 

中学生 7,178（3,805） 7,111（4,400）   67（  △595） 

高校生 1,344（  825） 1,290（  664） 54（    161） 

その他 284（   133） 148（   81）  136（     52） 

合 計 13,093（6,363） 13,288（6,814） △195（  △451） 

 ■相談者の内訳  単位：人 △：減少 

  26年度 25年度 増減 

本 人 6,538 6,360 178 

教職員 9 5 4 

保護者 6,377 6,755 △378 

その他 169 168 1 

合 計 13,093 13,288 △195 

 

●主な相談内容別受理状況 単位：人 △：減少 

相談内容 26年度 25年度 増減 

不 登 校 5,259 5,328 △69 

登校しぶり 2,607 2,707 △100 

性格・行動上の問題 1,578 1,709 △131 

発達に関する問題 1,608 1,490 118 

養育に関する問題 327 480 △153 

神経・精神の問題 181 257 △76 

そ の 他 1,533 1,317 216 

合  計 13,093 13,288 △195 

 相談内容別では「不登校」、「登校しぶり」に関する相談が合わせて7,866件で､全体

の約60％となっています。「性格・行動」に関する相談は、前年度に比べ131件の減少

となりました。今年度相談件数が増加したものとして「発達に関する問題」があり、

118件の増加となりました。このほか「学校生活」や「親子関係」「友人関係」「進路・

進学」など、相談内容は多岐に渡り、また、複雑化する傾向も見受けられます。 

 【中学校出張相談】 

平成2６年度の延べ相談受理件数は21,106件で、前年度より 

1,572件（8.0％）の増加となりました。相談内容を見ると、相談件

数の一番多い「不登校」は、前年度より70件の減少となったものの、

「コンサルテーション他」は465件の増加、「登校しぶり」は380

件増加など、ほとんどの項目で相談件数が増加していました。状況

が重篤化し不登校になる前に、それぞれの生徒の特性、課題に焦点

をあてた相談が行われるようになってきました。 

■来談者の状況      単位：人 

生 徒 教職員 保護者 その他 合 計 

7,830 10,153 2,809 314 21,106 

37.1% 48.1% 13.3% 1.5% 100.0% 

 

■延べ相談受理件数   単位：人 （ ）：女子 

相談対象 平成26年度 平成25年度 増 減 

生 徒 17,302(9,346) 16,235( 8,110) 1,067(1,236) 

教職員 3,714(2,067) 3,259( 1,584) 455(  483) 

その他 90(   63) 40(    21) 50( 42) 

合 計 21,106(11,476) 19,534(9,715) 1,572(1,761) 

 

●主な相談内容別受理状況（延べ相談件数） 単位：人 

相談内容 
26年度 25年度 

件 数 割合％ 件 数 割合％ 

不 登 校 4,116 19.5 4,186 21.4 

コンサルテーション他 3,709 17.6 3,240 16.6 

登校しぶり 3,577 17.0 3,197 16.4 

授業観察 1,853 8.8 1,557 8 

性格・行動上の問題 1,731 8.2 1,469 7.5 

発達に関する問題 1,761 8.3 1,408 7.2 

ふれあい 1,653 7.8 1,404 7.2 

そ の 他 2,706 12.8 3,073 15.7 

合  計 21,106 100.0 19,534 100.0 
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■行為内容別該当指導件数     単位：人 

行為内容 
平成26年度 平成25年度 

件数 構成比％ 件数 構成比％ 

自転車二人乗り 262 28.5 408 33.5 

信号無視 27 2.9 235 19.3 

遅  刻 19 2.1 113 9.3 

喫  煙 11 1.2 8 0.7 

そ の 他 599 65.3 454 37.2 

合  計 918 100.0 1,218 100.0 

 

■相談対象者別指導・相談受理件数 単位：人 

学  職 平成26年度 平成25年度 増 減 

小 学 生 114 62 52 

中 学 校 183 192 △9 

高 校 生 361 739 △378 

その他学生 253 204 49 

無職少年 1 14 △13 

有職少年 6 7 △1 

合  計 918 1,218 △300 

 
 

【街頭指導】 

平成 26年度の街頭指導件数は、前年度に比べ、300件の減少となっています。相談対象者別件数においては、昨年度と比べると高校生の

指導件数は約半分に減少しています。一方で小学生の指導件数が昨年度の２倍近くに増加しています。要因としては、路上でのキックボード

の指導件数が増えたことがあげられます。行為内容別では「自転車二人乗り」が全体の28.5％を占めています。さらに、「その他」では「携

帯電話を操作しながらの自転車運転」の割合が増加しています。スマートフォンに関連する事故が社会問題化している現在、学校や家庭にお

いての規範意識の醸成、交通ルール・マナー指導の強化が求められています。また、地域の人たちの温かい見守りと声かけも大切であると考

えます。引き続き「粘り強い声かけ」と「青少年相談員や学校との連携」を重点とした街頭指導に取り組んでいきます。 

【ヤングテレホン相談】 

平成 26年度の総受理件数は 736件で、電話による相談が628件、Ｅメールが 108件でした。メールによる相談は、小・中学生でも携帯電話

やパソコンを使って、手軽にＥメールのやりとりをする世相を反映し、電話よりも気軽に自分の気持ちを書きこめるというニーズに対応したも

のとなっています。また、相談者のニーズに広く応えるため、19年度からヤングテレ 

ホン相談の受付時間を19時から21時までに延長しました。前年度、最も相談受理件 

数の多い時間帯は19時台となっていました。相談内容別に見ると、友人関係について 

の相談が多くなっています。学校の友人とのコミュニケーションがうまくいかない、 

友人とのトラブルを解決できずに悩んでいるなどの相談が増えています。 

■相談対象者別相談受理件数   単位：人 

学  職 平成26年度 平成25年度 増 減 

就 学 前 2 4 △2 

小 学 生 205 344 △139 

中 学 生 152 239 △87 

高 校 生 115 156 △41 

その他学生 10 16 △6 

有職少年 12 19 △7 

無職少年 23 5 18 

成  人 38 42 △4 

不  明 179 200 △21 

合  計 736 1,025 △289 

 

●主な相談内容受理状況（延べ相談件数） 単位：人 

相談内容 件 数 構成比％ 

友人関係 71 9.6 

養育に関する問題・養育不安 46 6.3 

学校生活 44 6.0 

いじめ 36 4.9 

親子関係 35 4.8 

 
 

 

 

 

 

 

 

【スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）活動状況】 
平成26年度の新規相談受理件数は20件で、前年度からの継続件数46件 

を合わせ66件のケース数となりました。校種別では、小学校が52％､中学 

校が42％、その他が6％で前年度に比べ中学校卒業後も支援を継続してい 

るその他が増加傾向にあります。男女別では男子が全体の65％を占めてい 

ます。エリア別ではセンター管内で65％、南相談室管内で26％と受理件数 

が多く両管内だけで91％を占めています。受理したケースで表面化してい 

る子どもの状態としては「長期欠席」「欠席がち」の状態が80％を占め、課題となる環境要因として

は「養育」や「保護者に係るもの」が多くなっています。支援状況としては、学校や家庭、関係諸

機関への「訪問活動」や「校内ケース会議」「関係機関を交えたケース会議」への参加などの支援を

実施しました。ほかにも、研修会の講師としての参加やケース会議での助言等の活動も行いました。 

■支援状況                    

訪問活動回数 
平成 

26年度 

平成 

25年度 
  校内ケース会議 

平成 

26年度 

平成 

25年度  

関係機関を交えたケ

ース会議 

平成 

26年度 

平成 

25年度 

学  校 515回 471回   開催回数 357回 341回 
 

開催回数 71回 67回 

家  庭 381回 251回   扱ったケース数 113件 60件 
 

扱ったケース数 42件 45件 

関係機関等 137回 163回   参加教職員数 1039人 1125人 
 

参加教職員数 353人 384人 

        
参加関係機関人数 142人 163人 

 

■受理ケース件数・内訳（割合％は「終結／合計」） 

  平成26年度 平成25年度 

新規受理ケース件数 ２０件 30% ２８件 43% 

前年度からの継続件数 ４６件 70% ３７件 57% 

合  計 ６６件 100% ６５件 100% 

終結件数 ２７件 41% １９件 29% 

 ■平成26年度研修会実績 

市内小学校研修会 ５回 

市内中学校研修会 ４回 

市内青少年相談員研修会 １回 

その他シンポジウム等 １回 

 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その６２ 

         朝の通勤路は、所々渋滞することが日常です。新年度が始まって間もないころ、渋滞中の

ある場所で、幼稚園に入園したばかりであろうか、真新しいバッグを提げた男の子と母親で

あろう人の二人が、暗い表情で黙ったままじっと顔を見合わせている姿を見かけました。次

の日も、また、次の日も同じ場所で、その二人の姿を見かけましたが、その時々の男の子は、

頭を撫でてくれている母親にすがりつきながら涙を流していました。その後もしばらく、そ

の光景を見かけることが何度となく続きました。 

しかし、ある日から、それまでとはちがった光景が、目に入ってきました。二人はしゃがんだ状態で、にこや

かな笑顔を見せていました。母親は両手で絵本を開き、横にぴたりと付いている男の子に優しいまなざしで語り

かけている姿が続きました。 

登園への不安を和らげていたと思われる母親の献身的な姿に心を温められるとともに、子どもに寄り添う大切

さを改めて実感しながら「銀河」へ向かう日々でした。 

（相談指導教室「銀河」嘱託職員 小林 利子） 

 

学校の相談室では、こんなほっとする時間が流れています。 

青少年教育カウンセラーがそっと教えてくれました。 

Eメール相談 

相談室にある遊び道具の中で、子どもたちの人気が
とりわけ高いものにバランスボールがあります。遊び
方はいろいろありますが、低中学年の子ども達はただ
座ってぷかぷかするだけで楽しいようです。高学年の
子どもになると、バランスボールに友だちを座らせて
ボールを蹴り、その反動を蹴る方も座る方もおもしろ
がっています。１個しかないバランスボールを手に入
れるために、休み時間になると、子ども達は大急ぎで
相談室に来ます。高学年の子どもが手に入れてしまう
と、低中学年の子ども達は諦め顔で別の遊びを始めま
す。高学年の子どもの中には、諦め顔を見逃さず、途
中で「使っていいよ」と譲ることもあります。そのよ
うな子どもの姿は、みんなの気持ちを和やかにしてく
れます。（Ａカウンセラー） 

教員の思いと保護者の思いがすれ違う場合が多く、
そうした関係を対立構造にするのではなく、双方が同
じ方向を向いて協力関係を築けるように配慮します。
ただしその際には、カウンセラーが中心となるのでは
なく、なるべく保護者と先生方が中心となって子ども
のために考え、動いてもらえるよう影からのサポート
となるように意識しています。また、ケースに入る際
には、地域性をよく理解することが大切であるように
感じます。特に相模湖地域は他の地域と違い、学校ご
との特色が強く、中でも相模原市でもっとも小さな学
校で勤める際には、地域の考え方や風土を考えて接す
るようにしています。そうした中で子どもたちの元気
な姿を見て、元気をもらっています。 
（Ｂカウンセラー） 

 

小学校の相談室で強く感じるのは、大人にとっては
「気にしなくていいよ」と思ってしまうことも、その
子にとっては「一大事」ということです。中学年くら
いになると、「相談したい」と言って話をしていく子が
います。とても不安そうな顔をしているので、そのよ
うな時は 2 人だけで話すようにしています。学校のこ
と、学習のこと、友だちのことなど色んな話が出てき
ます。短い時間の中で、一緒に対応を考えていくと、
休み時間が終わる頃には、すっきりした笑顔で帰って
いきます。日々の生活の中で、何かあったときに気軽
に話しに来てもらえるような存在でありたいなと思い
ます。（Ｄカウンセラー） 

 

相談室は「敷居が高い」とよく言われます。「悩んで
はいたけど、相談室には抵抗があって」と苦笑いで話
される保護者の方や、「相談室に入るのを絶対見られた
くない」と相談室の入退室をとても慎重に行う子ども
もいます。とてもよくある場面です。 
「きちんと落ち込む」「きちんと悩む」ことは、とて

も大切なことだと思っています。もちろんそれがずっ
と続くことが良いとは言えないかもしれませんが、そ
ういう状況にあって初めて「問題にきちんと取り組む」
準備ができたと言えるのかもしれません。 
様々な思いを抱えて、それでも高いと感じている敷

居をまたいで来てくださる保護者の方や子どもたち
に、「良く来てくださいました」という気持ちで相談活
動に臨んでいます。 （Ｃカウンセラー） 

 


